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平成25年4月4日

都道府県医師会　介護保険担当理事　　殿

日本医師会常任理事

　　高杉　敬久

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間および要支援認定有効期間の

　　　　　特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について

　東日本大震災に対処するための要介護認定に係る有効期間につきましては、平成24年4月

10日付（介4）「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間および要支援認定有効期

間の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」にてご連絡いたしましたとお

り、東日本大震災により被災した市町村における要介護認定に係る事務処理が膨大となる等

の課題に対処するため、厚生労働省は本年3月31目までの措置として、市町村の判断で従

来の要介護認定有効期間の満了日を最大12ヶ月延長することができる特例省令を公布して

おりました。

　しかしながら、被災した市町村においては、現在も要介護認定等に係る事務を行うことが

困難となっている状況が継続していることから、今般厚生労働省は、災害救助法が適用され

た市町村の区域（岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川

内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。）内に住

所を有する被保険者については当該特例措置を本年9月30目まで延長する旨の省令を公布

し、本年3月28日より施行されることとなりました。

　また併せて、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、多数の

住民がその属する市町村の区域外に避難を余儀なくされた事態に対処するため、これまでも

避難住民に係る要介護認定等の事務については避難先の市町村において処理することとされ

ております。東日本大震災の発生から2年が経過しておりますが、現在でも多くの住民が避

難を余儀なくされている状況が継続していることから、厚生労働省は各都道府県行政に対し、

改めて避難先の市町村において要介護認定等に関する事務が円滑に実施されるよう事務連絡

を発出しております。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会



へ周知方宜しくお願い申し上げます。

記

（添付資料）

・「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の

一部を改正する省令の施行について」の送付について

　　（老老発0402第2号　平25．4．2厚生労働省老健局老人保健課長通知）
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